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1．1 計画の基本方針 
 

1) 長寿命化修繕計画の背景と目的 

益子町の管理橋梁の多くが、経済の高度成長期から安定成長期にかけての 1960 年代か

ら 1980 年代に建設されています。 

現在（2022 年）、管理橋梁 98 橋のうち、建設後 50 年を超える橋梁は 28 橋（29％）

ですが、20 年後には 78 橋（80％）と老朽化する橋梁が急速に増加します。 

また、近年の低成長経済の影響によって、財政を取り巻く環境は厳しく、橋梁の大規模

修繕や架け替えに必要な多額の費用を捻出することは難しい状況です。このままでは、将

来的に道路ネットワークの安全性・信頼性の低下が懸念されます。 

これから老朽化する橋梁の急速な増加に対応するため、従来の損傷が著しくなってか

ら大規模な修繕または架け替えを行う対症療法的な維持管理から、予防保全的な維持管

理へと方針転換し、橋梁の維持管理に係る費用の縮減を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

図 1-1-1 建設後 50 年以上経過する橋梁数の推移 

 

2) 基本方針 

益子町では、定期点検や日常的な維持管理に加え、個々の橋梁に対して予防保全を基本

とした最も効率的で効果的な修繕を計画的に実施することで、橋梁の長寿命化および維

持管理に係る費用の縮減を図ります。更に、橋梁の長寿命化により、架け替え工事による

道路交通に及ぼす損失の軽減など道路ネットワークの安全性・信頼性を確保します。 

限られた財源の中で効率的に橋梁を維持管理していくには、橋梁長寿命化修繕計画を
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Ⅰ．計画全体の方針 
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策定し、実行していく必要があります。 
 

表 1-2-1 管理手法と内容 
 

管理手法 内容 

従来の 

対症療法的な維持管理 

劣化・損傷が著しくなってから大規模な修繕や架け替えを 

実施する手法。多額の費用を要し、コストの集中や通行止め 

が発生する恐れがある。 

長寿命化修繕計画による 

予防的な維持管理 

定期的な点検により健全度を把握し、部材の劣化・損傷が 

著しくなる前に予防的な修繕を実施し、長寿命化を図る手法。 

コストの分散・縮減を図れ、通行止めのリスクも軽減できる。 

 

 

図 1-1-2 長寿命化によるコスト縮減イメージ 
 
 
 
 
 

 

図 1-1-3 管理手法ごとの健全度推移のイメージ 
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1．2 対象橋梁 
 

本計画の対象は、管理橋梁全ての“98 橋”です。 

対象橋梁の内訳を下表に示します。 

なお、管理橋梁に変更が生じた場合は「Ⅱ. 橋梁ごとの事項」を更新するものとします。 

 

表 1-2-1 対象橋梁の内訳 

橋 長 鋼 橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ橋 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 合 計 

15m≦Ｌ 12 16 0 28 

10m≦Ｌ＜15m 4 13 0 17 

5m≦Ｌ＜10m 1 20 4 25 

2m≦Ｌ＜5m 0 12 16 28 

合計 17 61 20 98 

 

1) 橋種 

橋種（橋の形式）では、コンクリート橋（RC 橋、PC 橋）が 63％（61 橋）を占めます。 

 

 

 

図 1-2-2 橋長別橋梁数 
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17橋 30橋 31橋 14橋 6橋 98橋

17% 31% 32% 14% 6% 100%
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2）健全性の評価 

直近における点検の結果から橋梁の健全性は、Ⅰ（健全）が 63％（62 橋）、Ⅱ（予防

保全段階）が 31％（30 橋）、Ⅲ（早期措置段階）が 6％（6 橋）、Ⅳ（緊急措置段階）が

該当なし という状況です。 

 

 

 

 

図 1-2-3 健全性の評価別橋梁数 

 

  

Ⅰ
63%

Ⅱ
31%

Ⅲ
6%

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計

63% 31% 6% 0% 100％

健全性の区分 　良い

Ⅰ 健全

Ⅱ 予防保全段階

Ⅲ 早期措置段階

Ⅳ 緊急措置段階

※Ⅳ　緊急措置段階はなし 　悪い
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1．3 メンテナンスサイクル 
 

益子町では全ての管理橋梁を対象に、５年に１回の頻度で点検を行っています。 

橋梁を適切に維持管理していく上で、個々の健全度の把握のため、定期的な点検が必要

となります。この点検の大きな目的は、管理する橋梁の現状を把握し、橋梁の安全性や供

用性に悪影響を及ぼしている重大な損傷を早期に発見して適切な処置をとることによって、

安全かつ円滑な交通を確保することにあります。 

 

    

写真 1-3-1 橋梁点検車による点検（大沢橋）     写真 1-3-2 梯子による点検（大和田橋） 

 

点検結果、対策（修繕）の実施結果をデータとして蓄積し、長寿命化修繕計画の見直し

の際にフィードバックできる体制を作ります。 

このようなＰＤＣＡサイクルにより、効率的で効果的な維持管理を目指します。 

 

 
 

図 1-3-1 維持管理のＰＤＣＡサイクル 
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1．4 管理手法の分類 
 

1) 管理手法 

橋梁はその構造、規模、交通量、環境条件によってそれぞれ違った特性や重要性を持っ

ています。同一の管理目標や管理方法を適用した場合には、過大な対策費用が必要になる

など、効率的な維持管理の実現が不可能となる恐れがあります。 

そのため本計画では、対象橋梁の構造特性や重要性を考慮し、下表の管理区分①～③に

分類して維持管理を行うものとします。 

 

表 1-4-1 管理手法の分類 

管理区分 内容 橋数 管理方針 
管理 
水準 

① 予防保全型 ・橋長 10m 以上の橋梁 44 

・損傷が進行する前に機能回復 
や予防保全措置を行い、 
長寿命化及びコスト縮減を図る。 

Ⅱ 

② 事後保全型 ・橋長 10m 未満の橋梁 52 

・損傷がある程度進行した時点 
で最小限の措置を行い、長寿 
命化及びコスト縮減を図る。 

Ⅲ 

③ 
架替・撤去型 

※1 

・修繕が困難なため架替 
又は撤去を検討中の 
橋梁 

2 

・点検等による経過観察は行う 
が、補修等は基本的に実施 
せず、健全性に大きな問題が 
生じた時点で、架け替え又は 
撤去する。 

Ⅳ 

 

※1 「③：架替・撤去型」 は、損傷が著しく修繕が困難な状況のため、架替え又は集約を目的とした 

撤去を検討中の橋梁です。 

管理方針は、点検等による経過観察は行いますが、修繕は基本的に実施せず、橋梁の健全性に

大きな問題が生じた時点（管理区分:Ⅳ）で、架替え又は撤去を行うものとします。計画に計上する

維持管理費用は、点検及び撤去費用とします。 

なお、架替・撤去型は、架替えとなった場合にその後、橋長によって①予防保全型又は②事後保

全型に振り分けられます。 
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1．5 優先順位 
 

1) 優先順位の考え方 

橋梁の効率的かつ効果的な維持管理の実現と必要となる予算の平準化を行うためには、

橋梁間の対策の優先順位付けが必要となります。 

対策優先順位の設定は、まず第１指標として、健全度の低いものを優先します。次に第

２指標として、同じ健全度のグループのなかでは、管理区分、路線の重要度、橋梁構造の

種類によって優先順位を決定します。なお、同じ重要度のグループの中では、橋梁規模（橋

面積）の大きい橋梁を優先します。 

健全度と重要度による指針を下表に示します。 

 

表 1-5-1 第１指標（健全度による優先順位） 

 

 

表 1-5-2 第２指標（重要度による優先順位） 

 

※ 同じ重要度のグループの中では、橋梁規模（橋面積）の大きい橋梁を優先します。 

 

 

 

 

 

緊急措置段階

早期措置段階

予防保全段階

概ね健全

内容 該当橋梁数 優先度

 交通規制や大規模修繕又は架替えが必要
 である

0 橋 高

 橋梁構造の安全性の観点から早期に修繕が
 必要である

62 橋 低

Ⅲ（C2）

Ⅱ（C1）

6 橋

 予防保全の観点から修繕が必要である 30 橋

健全度

Ⅳ（E1・E2）

Ⅰ（A，B）
 損傷が認められない又は損傷が軽微で修繕
 の必要はない

緊急措置段階

早期措置段階

予防保全段階

概ね健全

内容 該当橋梁数 優先度

 交通規制や大規模修繕又は架替えが必要
 である

0 橋 高

 橋梁構造の安全性の観点から早期に修繕が
 必要である

62 橋 低

Ⅲ（C2）

Ⅱ（C1）

6 橋

 予防保全の観点から修繕が必要である 30 橋

健全度

Ⅳ（E1・E2）

Ⅰ（A，B）
 損傷が認められない又は損傷が軽微で修繕
 の必要はない

- 2 橋 重要度９ 低管理区分③ -

重要度５

コンクリート橋 16 橋 重要度６

町道その他
鋼橋 1 橋 重要度７

コンクリート橋 35 橋 重要度８

重要度１

重要度２

重要度３

重要度４

重要度

町道１・２級
管理区分①

(予防保全型)
町道その他

鋼橋

コンクリート橋

鋼橋

コンクリート橋

分類指標

管理区分②
(事後保全型)

町道１・２級
鋼橋 0 橋

該当橋梁数 優先度

8 橋 高

12 橋

7 橋

17 橋

- 2 橋 重要度９ 低管理区分③ -

重要度５

コンクリート橋 16 橋 重要度６

町道その他
鋼橋 1 橋 重要度７

コンクリート橋 35 橋 重要度８

重要度１

重要度２

重要度３

重要度４

重要度

町道１・２級
管理区分①

(予防保全型)
町道その他

鋼橋

コンクリート橋

鋼橋

コンクリート橋

分類指標

管理区分②
(事後保全型)

町道１・２級
鋼橋 0 橋

該当橋梁数 優先度

8 橋 高

12 橋

7 橋

17 橋

 
修繕困難 

橋長 

10m 未満 

橋長 

10m 以上 
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2．新技術等の活用方針 
 

2．1 取組内容 
 

管理橋梁の法定点検や修繕等の実施に当たっては、新技術情報提供システム（NETIS）や

点検支援技術性能カタログ(案)などを参考に、新技術等の活用を検討し、事業の効率化やコ

スト縮減を図ります。 

特に定期点検については、国土交通省の「新技術利用のガイドライン(案)」を参考にして

新技術等の活用を検討します。 

補修設計においては、新技術情報提供システム（NETIS）を参考として活用を検討します。 
 

1) 橋梁点検の新技術 

点検の効率化・合理化を目指し、近接目視を補完・代替する点検支援新技術を積極的に

活用していきます。また、それによって、より安全な作業が可能となります。 
 

 

2) 補修工法の新技術 

橋梁の長寿命化および維持管理の効率化を図るため、有用な補修工法の新技術を積極

的に活用していきます。 
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2．2 短期的な数値目標及びコスト縮減効果 
 

令和 9 年度までの橋梁点検において、直近の点検で健全度が「判定区分Ⅰ（A・B）」であ

った車道橋１橋及び側道橋２橋に「画像診断サービス」及び「ポールカメラ」を活用するこ

とで、従来の橋梁点検車やロープアクセスを用いた点検と比較して約 50 万円のコスト縮減

を目指します。 

新技術活用を予定する橋梁とコスト縮減効果を次の「表 2-2-1」に示します。 

 

表 2-2-1 新技術活用を予定する橋梁とコスト縮減効果 

整理

番号 
橋名 

点検

年度 

活用する 
新技術 

コスト縮減効果 

26 新橋 R4 
社会インフラ画
像診断サービス
「ひびみっけ」 

橋梁点検車+交通規制 約 175 千円/0.7 日（25 万円/日） 
画像診断サービス   -約 80 千円/100 枚（800 円/1 枚） 

 
差額              約 95 千円 

90 石岡橋側道橋 R4 ポールカメラ 

ロープアクセス      約 200 千円/日 
ポールカメラ      -    0 千円/日 

 
差額              約 200 千円 

97 長橋側道橋 R4 〃 

ロープアクセス      約 200 千円/日 
ポールカメラ      -    0 千円/日 

 
差額              約 200 千円 

差額合計 約 500 千円 

なお、新技術を活用した結果、詳細な調査が必要と判断される損傷が確認された場合は、

改めて橋梁点検車やロープアクセスを用いて近接目視点検を行うものとします。 
 
 

3．集約化・撤去の方針 
 

3．1 取組内容 
 

全管理橋梁において、社会経済情勢や施設の利用状況の変化、施設周辺の道路の整備状

況、点検・修繕・更新等に係る中長期的な費用等を考慮しつつ、集約化・撤去を目標とし

た検討を行うことで、維持管理費用のコスト縮減を目指します。 

 

3．2 短期的な数値目標及びコスト縮減効果 
 

令和７年度までに、「③架替・撤去型」の 1 橋について集約化・撤去を検討することで、

約 1,500 万円のコスト縮減 を目指します。 
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4．橋梁ごとの維持管理計画 
 

以下の項目を記載した対象橋梁の「一覧表」を別紙 1 として添付します。 
 

・構造物の諸元（橋長，路線名，架設年，橋長，幅員，橋種，所在地） 

・直近における点検結果及び次回点検年度（点検年度，判定区分） 

・対策内容 

・対策の着手・完了予定年度 

・対策に係る全体概算工事費 

 

 

 

 

6．担当部署 

  益子町 産業建設部 建設課 土木係 

  〒321-4293 栃木県 芳賀郡 益子町 益子 2030 番地 

  Tel : 0285-72-8841 

  Fax : 0285-72-6939 

  E-mail : kensetu@town.mashiko.lg.jp 

 

 

5．改訂履歴 

  平成 26 年 3 月  「益子町 橋梁長寿命化修繕計画」策定 

  令和 2 年 3 月   「益子町 橋梁長寿命化修繕計画（第 2 期計画）」策定 

  令和 6 年 12 月  「益子町 橋梁長寿命化修繕計画（第 2 期計画）」一部改訂 

Ⅱ．橋梁ごとの事項 

Ⅲ．その他 



1 谷井田１号橋 町道29号 1987 3.9 3.8 Ⅰ ○ 0.2 ○ 0.2 ○ 0.2 0.6 

2 谷井田２号橋 町道29号 1987 4.2 3.9 Ⅰ ○ 0.2 ○ 0.2 ○ 0.2 0.6 

3 欠上り橋 町道159号 1992 11.7 4.0 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 ○ 0.3 0.9 

4 豆田橋 町道31号 1971 11.0 4.4 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 ○ 0.3 0.9 H30～R1 橋梁架替え済

5 学校橋（上大羽） 町道212号 1950 8.2 7.5 Ⅲ ○ 0.3 ○ 0.3 ○ 0.3 0.9 ○ 4.0 ○ 12.0 16.0 上部断面修復、橋面防水工

6 学校東橋 町道212号 1950 6.6 3.6 Ⅱ ○ 0.3 ○ 0.3 ○ 0.3 0.9 

7 大川戸１号橋 町道31号 1976 7.6 5.5 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 ○ 0.3 0.9 

10 大川戸４号橋 町道31号 1955 3.2 3.2 Ⅰ ○ 0.2 ○ 0.2 ○ 0.2 0.6 

11 三拾田橋 町道214号 1979 8.5 5.5 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 ○ 0.3 0.9 

12 吉沢１号橋 町道220号 1965 8.5 4.5 Ⅱ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

13 吉沢２号橋 町道220号 1965 2.6 3.6 Ⅱ ○ 0.2 ○ 0.2 0.4 

14 吉沢３号橋 町道220号 1965 2.2 3.6 Ⅱ ○ 0.2 ○ 0.2 0.4 

15 寺前橋 町道5号 1970 3.6 6.2 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

16 稲荷山橋 町道42号 1983 15.5 5.7 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 H28対策済

17 山根橋（前沢） 町道230号 1989 11.5 5.5 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

18 吉原橋 町道41号 1986 15.9 6.7 Ⅰ ○ 0.4 ○ 0.4 0.8 R2対策済（上部ひびわれ補修、伸縮装置取替え）

19 米田橋 町道251号 1979 5.4 5.6 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

20 五反田橋 町道258号 1979 5.5 4.6 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

21 石畑橋 町道260号 1978 4.9 5.6 Ⅰ ○ 0.2 ○ 0.2 0.4 

22 池上橋 町道43号 1978 2.6 4.6 Ⅰ ○ 0.2 ○ 0.2 0.4 

23 小田毛橋 町道269号 1979 4.2 8.0 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

24 鏡橋 町道247号 1982 2.5 6.0 Ⅱ ○ 0.2 ○ 0.2 0.4 

25 西山東橋 町道247号 1965 5.4 5.7 Ⅱ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

27 十六橋 町道237号 1954 14.8 4.1 Ⅱ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

28 田中橋 町道239号 1965 15.0 3.0 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 H28対策済

29 新橋 町道7号 2016 60.0 7.0 Ⅰ ○ 0.7 ○ 0.7 1.4 H28架替え済

30 徒士橋 町道238号 1953 52.6 4.1 Ⅰ ○ 0.5 ○ 0.5 1.0 ○ 10.0 10.0 R3対策済（上部・下部断面修復、伸縮装置取替え）

32 薬師橋 町道172号 1994 7.5 10.7 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

33 根小屋橋 町道173号 1960 3.0 3.5 Ⅰ ○ 0.2 ○ 0.2 0.4 

34 がっから橋 町道176号 1960 5.7 14.8 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

35 一本橋 町道181号 1945 7.6 3.5 Ⅱ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

36 百目鬼橋 町道146号 1955 10.5 3.6 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 ○ 6.0 6.0 R3対策済（上部・下部断面修復、根固め工）

37 がまん橋 町道188号 1989 11.0 5.0 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

38 久根下橋 町道183号 1988 2.3 10.3 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

39 助成橋 町道37号 1979 38.3 12.8 Ⅱ ○ 0.7 ○ 0.7 1.4 ○ 5.0 ○ 9.0 14.0 支承補修、伸縮装置取替え（非排水化）

40 石岡橋 町道33号 1982 38.7 8.8 Ⅱ ○ 0.7 ○ 0.7 1.4 ○ 5.0 ○ 17.0 22.0 支承補修、伸縮装置取替え（非排水化）、橋面防水工

43 石山橋 町道48号 1980 6.7 6.0 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

44 河原田橋 町道1号 1970 3.6 6.4 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

45 根廻橋 町道53号 1960 6.3 6.0 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

46 学校橋（小宅） 町道2号 1992 14.5 7.5 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

48 石塚橋 町道17号 1985 14.2 4.0 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 H29対策済

49 青田前橋 町道83号 1984 15.6 5.2 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

50 青田下橋 町道82号 1983 15.5 5.2 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

51 富士山橋 町道21号 1965 10.6 5.5 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

52 田端上橋 町道89号 1994 14.3 4.5 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

53 田端橋 町道90号 1955 13.3 3.6 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 H29対策済

54 山根橋（七井） 町道72号 1963 28.7 3.3 Ⅱ ○ 0.4 ○ 0.4 0.8 ○ 4.0 ○ 6.0 10.0 伸縮装置取替え、橋面防水工

55 大和田橋 町道23号 1967 31.0 3.3 Ⅲ ○ 0.4 ○ 0.4 0.8 ○ 12.0 12.0 下部ひびわれ補修、伸縮装置取替え

56 上の田橋 町道67号 1975 28.7 3.0 Ⅱ ○ 0.4 ○ 0.4 0.8 ○ 4.0 4.0 上部断面修復、下部ひびわれ補修、伸縮装置取替え

57 八反田橋 町道97号 1975 13.8 5.0 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

点検計画（点検年度および金額(百万円)） 修繕計画（修繕年度および金額(百万円)）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
台帳番号 橋梁名 路線名

架設
年次

橋長
(m)

幅員
(m)

判定
区分

計画期間
点検費用
(百万円)

計画期間
修繕費用
(百万円)

対策内容
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点検計画（点検年度および金額(百万円)） 修繕計画（修繕年度および金額(百万円)）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
台帳番号 橋梁名 路線名

架設
年次

橋長
(m)

幅員
(m)

判定
区分

計画期間
点検費用
(百万円)

計画期間
修繕費用
(百万円)

対策内容

59 手越橋 町道25号 1987 24.2 5.5 Ⅱ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 ○ 4.0 ○ 9.0 13.0 伸縮装置取替え、橋面防水工

60 長橋 町道25号 1970 40.0 9.2 Ⅰ ○ 0.7 ○ 0.7 1.4 

61 下町橋 町道119号 1959 18.1 3.0 Ⅱ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 ○ 8.0 8.0 上部・下部断面修復

62 上町橋 町道128号 1962 20.0 4.1 Ⅱ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 ○ 4.0 4.0 上部・下部断面修復、下部ひびわれ補修、伸縮装置取替え

63 御霊橋 町道25号 1975 21.5 6.2 Ⅲ ○ 0.4 ○ 0.4 ○ 0.4 1.2 ○ 10.0 10.0 塗装塗替工、橋面防水工

64 谷口橋 町道125号 1982 17.2 5.2 Ⅱ ○ 0.3 ○ 0.3 ○ 0.3 0.9 

65 三反田橋 町道15号 1985 16.4 5.2 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 ○ 0.3 0.9 

66 前田橋 町道2号 1979 5.3 4.8 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

67 坂塩田橋 町道18号 1979 6.3 6.0 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

68 舟橋橋 町道17号 1979 6.3 6.0 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

69 橋道橋 町道33号 1982 2.2 11.7 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

70 仲の車橋 町道131号 2010 21.2 6.2 Ⅰ ○ 0.4 ○ 0.4 0.8 

72 柏木橋 町道292号 1984 16.4 4.0 Ⅱ ○ 0.3 ○ 0.3 ○ 0.3 0.9 

73 板橋 町道294号 1950 2.6 2.2 Ⅱ ○ 0.2 ○ 0.2 0.4 

74 灰坂橋 町道300号 1965 7.7 2.6 Ⅱ ○ 0.3 ○ 0.3 ○ 0.3 0.9 

75 上山北橋 町道302号 1955 14.6 2.5 Ⅱ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

76 西久保橋 町道14号 1981 2.0 5.9 Ⅱ ○ 0.2 ○ 0.2 0.4 

77 久根下南橋 町道184号 1984 3.1 8.7 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

79 西山北橋 町道9号 1982 5.4 5.8 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

80 神崎橋 町道249号 1981 5.0 7.0 Ⅱ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

81 五領橋 町道269号 1981 4.2 8.0 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

82 高田橋 町道318号 1979 4.8 4.6 Ⅰ ○ 0.2 ○ 0.2 0.4 

83 上山橋 町道201号 1982 17.5 8.2 Ⅱ ○ 0.4 ○ 0.4 0.8 

84 日向新橋 町道324号 1984 11.4 5.0 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

85 小竹橋 町道325号 1984 5.4 4.5 Ⅲ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 ○ 10.0 ○ 30.0 40.0 上部工架替え

86 ヤジカ橋 町道191号 1989 3.8 6.4 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

87 ぐみ川２号橋 町道228号 1984 12.9 6.2 Ⅲ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 ○ 15.0 15.0 上部ひびわれ補修、伸縮装置取替え

88 反町橋 町道334号 1980 3.4 8.0 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

89 大塚橋 町道334号 1980 2.4 6.0 Ⅰ ○ 0.2 ○ 0.2 0.4 

90 砂防ダム上橋 町道216号 1994 7.8 4.2 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 ○ 0.3 0.9 

91 明林寺旭光学北１号橋 町道373号 不明 3.0 3.0 Ⅰ ○ 0.2 ○ 0.2 0.4 

92 西山梅ヶ内１号橋 町道382号 1989 5.4 5.7 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

93 西山梅ヶ内２号橋 町道382号 1989 3.1 5.6 Ⅱ ○ 0.2 ○ 0.2 0.4 

94 大平北中１号橋 町道33-1号 1998 4.3 11.9 Ⅱ ○ 0.3 ○ 0.3 ○ 0.3 0.9 

95 大沢橋 町道33-1号 1998 24.8 10.4 Ⅱ ○ 0.7 ○ 0.7 1.4 ○ 4.0 ○ 17.0 21.0 上部・下部ひびわれ補修、橋面防水工

96 大平北中２号橋 町道33-1号 1998 6.0 9.9 Ⅱ ○ 0.3 ○ 0.3 ○ 0.3 0.9 

97 大平北中３号橋 町道33-1号 1998 6.1 12.4 Ⅱ ○ 0.3 ○ 0.3 ○ 0.3 0.9 

98 大羽美農里橋 町道32号 2003 22.8 8.2 Ⅰ ○ 0.4 ○ 0.4 ○ 0.4 1.2 

101 台町市貝１号橋 町道387号 2004 3.2 5.0 Ⅰ ○ 0.2 ○ 0.2 0.4 

102 石岡橋側道橋 町道33号 2005 41.4 3.8 Ⅰ ○ 0.7 ○ 0.7 1.4 

104 風戸橋 町道21号 1961 20.0 7.7 Ⅱ ○ 0.4 ○ 0.4 0.8 ○ 4.0 ○ 8.0 12.0 上部断面修復、下部ひびわれ補修、伸縮装置取替え

105 風戸橋側道橋 町道21号 1989 20.0 2.8 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

106 下町多田羅１号橋 町道386号 2004 3.4 5.0 Ⅰ ○ 0.2 ○ 0.2 0.4 

107 田子谷祇園原１号橋 町道72号 2013 3.5 6.0 Ⅰ ○ 0.2 ○ 0.2 0.4 

108 大羽橋 町道405号 1940 9.6 5.3 Ⅲ ○ 0.3 ○ 0.3 ○ 0.3 0.9 ○ 15.0 ○ 50.0 ○ 35.0 100.0 橋梁架替え

109 百目鬼橋側道橋 町道146号 1987 10.5 1.7 Ⅱ ○ 0.3 ○ 0.3 0.6 

110 長橋側道橋 町道25号 1994 38.8 2.8 Ⅰ ○ 0.4 ○ 0.4 0.8 

111 学校橋側道橋 町道212号 不明 10.6 2.1 Ⅰ ○ 0.3 ○ 0.3 ○ 0.3 0.9 

計98橋 68.6 317.0 R2.3.31　町道区域変更により計９８橋5.8 9.0 5.9 4.9 5.6 6.2 8.6 5.9 4.9 5.6 6.2 16.0 12.0 19.0 20.0 25.0 44.0 32.0 54.0 48.0 25.0 22.0
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